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鋼管足場用の部材及び附属金具の規格を具備しない緊結金具について

今般、社団法人仮設工業会から法令違反の疑いのある緊結金具（自在型クランプ）が流

通されている旨の情報提供がなされたところです。

当該緊結金具は、別紙1のとおり、本体、ふた、ボルト等で構成されるものですが、「42.5

×48.5 兼用」とだけ刻印がなされており、製造者名や製造年等の表示が一切なく、社団

法人仮設工業会において、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格（昭和56年労働省告示第

103号。以下「構造規格」という。）第66条で示されている強度試験を試みたところ、別

紙2のとおり、その条件を満たさないことが確認されているものです。

現在のところ、当該緊結金具の製造者及び流通経路は不明ですが、構造規格第68条に基

づく適用除外を受けたものではなく、建設現場等でこれを使用した場合は、労働安全衛生

法第42条に抵触するとともに、重大な災害を発生させるおそれがありますので、貴会の会

員に対して、当該緊結金具を使用しないよう、また、万が一これを確認した場合には廃棄

していただくよう、周知方お願い申し上げます。
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別紙2 

 

構造規格第66条に基づく試験結果 

 

締付トルク 

3.43 kN.cm 

荷重5.27kNにて滑りが発生し、試

験実施できず。 
0.49～7.35KN時にお

けるローラーの中心

間 の 距 離 の 変 化 量

（㎜） 
締付トルク 

4.41 kN.cm 
－ 

強度 KN － 

変化量：10㎜以下 

規格による値 

強度：9.81kN 以上 

 

※ 直径42.7㎜のパイプジグを使用して試験を実施した。 

※ 荷重5.27kNにて滑りが発生した時点での滑り量は32.2㎜であった。 

 

 

 


